
令 和 ７ 年 度

市民税･県民税
森 林 環 境 税

特別徴収義務者 様
青森県十和田市長

令和７年度 市民税・県民税・森林環境税の特別徴収について

市民税・県民税・森林環境税の特別徴収につきましては、毎年格別の
ご配慮とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、本年度の市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者として

貴事業所を指定し、その取扱いをお願いすることとしております。
つきましては、関係書類を同封いたしますので、ご確認のうえ、一層

のご協力をお願い申し上げます。
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お問い合わせ先

青森県十和田市 市町村コード：022063
〒034-8615
青森県十和田市西十二番町６番１号
●課税内容・異動等については…税務課市民税係（0176）51－6766
●納入・還付については……………………収納課（0176）51－6762
▲お問い合わせの際には十和田市の指定番号をお知らせください。

指 定 番 号

特別徴収のしおり

送付書類

1. 令和７年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税
特別徴収税額の決定・変更通知書（特別徴収義務者用）

2. 令和７年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税
特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）
※個人情報の取扱いにご配慮いただき、のりづけをはがさずに遅滞
なく従業員へお渡しください。

3. 市民税・県民税・森林環境税（特別徴収）
納入書（期別分＋予備２部）
※給与支払報告書提出の際に納入書不要としている事業所には納入
書をお送りしておりません。
納入書が必要な場合はご連絡ください。

4. 特別徴収のしおり（本冊子）

貴事業所の特別徴収義務者
指定番号をご記入ください。

※各種届出用紙は、コピーしてご利用ください。

※届出用紙は十和田市ホームページからも印刷できます。

十和田市ホームページTOP→
くらし・手続き→申請届出様式→申請書ダウンロード→
税務課→特別徴収各種届出書
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⨎ 特別徴収の事務手続きについて
●特別徴収の仕組み

１ 特別徴収とは
前年中の所得に対して課税した住民税（市民税・県民税）及び森林環

境税を６月から翌年５月までの期間（12か月）毎月給与支給時に徴収
し、会社（特別徴収義務者）が翌月10日までに納入する制度です。
令和７年度の住民税は、令和７年１月１日現在の住所地の市区町村

で課税され、その後に住所変更しても納入先は変わりません。
※退職等で特別徴収ができなくなった場合は、普通徴収（個人払い）と
なります。
⇒異動者の取り扱いについて２ページの４をご参照ください。

特別徴収義務者の指定について
従業員（給与所得者）の住民税は、特別徴収（給与からの差引き）

が原則です。平成30年度からは、原則としてすべての事業主の方を
特別徴収義務者に指定しております。
根拠法令
地方税法第41条及び第321条の４並びに十和田市税条例第45条

令和７年１月１日現在の居住地で課税

1／1

令和７年 令和８年

12／31 ６月 ５月

令和６年



所 得



徴収(納入は翌月10日まで)

★令和７年１月１日現在の住所で特別徴収税額通知書を発送します。
★特別徴収義務者用の税額通知書にある個人番号（マイナンバー）欄は、地方
税法施行規則の改正により、平成30年度より個人番号（マイナンバー）は
記載していません。

①給与支払報告書(１月31日まで)

●退職後（普通徴収へ切替の場合）

②特別徴収税額の通知書･納入書、
納税義務者への通知書

(５月下旬発送)

会 社
(特別徴収義務者)

従業員
(納税義務者)

十和田市役所

銀行・郵便局等
(指定金融機関)

⑤納入(翌月10日まで)

③納税義務者への
通知書

④給与より徴収
(６月分より)

⑥納入済通知書・納入金
(納入後１～２週間)

※それぞれ切りとって
遅滞なくお渡しくだ
さい( )

②異動届出書(退職)

③－Ａ特別徴収税額変更通知書

会 社
(特別徴収義務者) 十和田市役所

③－a普通徴収納税通知書①退職 ⑤納入済通知書・納入金
(納付後１～２週間)

④納付(年１～４回払)従業員
(納税義務者)

銀行・郵便局等
(指定金融機関)
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↓

●特別徴収の仕組み

★令和５年１月１日現在の氏名・住所で特別徴収税額通知書を発送します。
★特別徴収義務者用の税額通知書にある個人番号（マイナンバー）欄は、地方
税法施行規則の改正により、平成30年度より個人番号（マイナンバー）は
記載していません。

①給与支払報告書(１月31日まで)

●退職後（普通徴収へ切替の場合）

②特別徴収税額の通知書･納入書、
納税義務者への通知書

(５月下旬発送)

会 社
(特別徴収義務者)

従業員
(納税義務者)

十和田市役所

銀行・郵便局等
(指定金融機関)

⑤納入(翌月10日まで)

③納税義務者への
通知書

④給与より徴収
(６月分より)

⑥納入済通知書・納入金
(納入後１～２週間)

※それぞれ切りとって
遅滞なくお渡しくだ
さい( )

②異動届出書(退職)

③－Ａ特別徴収税額変更通知書

会 社
(特別徴収義務者) 十和田市役所

③－a普通徴収納税通知書①退職 ⑤納入済通知書・納入金
(納付後１～２週間)

④納付(年１～４回払)従業員
(納税義務者)

銀行・郵便局等
(指定金融機関)
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２ 納入方法・納入期限等・納入場所について
令和７年６月から令和８年５月まで、税額決定通知書（または、税額変

更通知書）に記載された税額を各納税義務者の給与から差し引き、徴収し
た月の翌月10日（金融機関休業日の場合はその翌平日）までに納入してく
ださい。（退職金等から差し引くときも同様です。）
納入場所は17ページをご覧ください。

３ 税額変更があった場合
ご本人の確定申告等により、年度途中で税額に変更があった場合は、税

額変更通知書を送付します。変更後の納入書は新たに送付しませんので、
お手元の納入書の金額を訂正してご納入ください｡（納入書訂正の記載例
は、４ページ参照）
破損・紛失等のため納入書の再送付をご希望の場合は税務課市民税係へ

ご連絡ください。
また、納税義務者用の通知書はのりづけをはがさずに遅滞なく従業員へ

お渡しください。

４ 異動者の取り扱い
⑴従業員が退職、転職等で給与の支払いを受けなくなったとき
“給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書”（以下「異動届

出書」という。）（７～12ページ参照）の提出が必要です。異動日の翌月10
日までに提出してください。

⑶異動届出書等の提出期日について
異動届出書、切替申請書及び所在地・名称変更届は、毎月10日（休日の

場合は翌平日）締めとなります。
期日までに提出のあったものについては、締め月の下旬に「特別徴収義

務者」様宛に変更通知等を送付させていただきます。
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なお、納入期限までに納入しなかった場合、次のとおりとなりますので、ご
注意ください。
①督促状が送付され、手数料として１通につき100円が徴収されます。
②納入期限までに完納しないときは、納入期限の翌日から完納の日までの期間
の日数に応じ、税額に、延滞金特例基準割合に年7.3％を加算した割合を乗じ
て計算した額の延滞金を徴収します。

※異動事由「その他」の場合は、事由・理由欄に該当理由をご記入ください。
※法人番号・個人番号（マイナンバー）の記入が必要です。
※翌年１月１日から４月30日までに退職等の異動があった場合は、未徴収税額
を最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収することが義務づけられて
います。

５ 退職者に係る未徴収税額の一括徴収
一括徴収とは、退職時に残りの税額（未徴収税額）を、最後の給与や退

職手当から全額徴収し、特別徴収義務者が納入する制度です。
◎ 退職の日が令和７年６月１日から12月31日までの場合

退職した給与所得者から一括徴収されたい旨の申し出があり、かつ、
残税額を超える給与又は退職手当等を支給する場合、支給する際に全額
を徴収してください。

◎ 退職の日が令和８年１月１日から４月30日までの場合
未徴収税額を超える給与、退職手当等を５月31日までに支給する場合は

本人の申出にかかわらず、支給の際に必ず未徴収税額を一括して徴収して
ください｡（一括徴収ができないやむを得ない理由がある場合には、事前
にご相談ください。）

⑵入社等により、新たに特別徴収となる場合
“特別徴収への切替申請書”（以下「切替申請書」という。）（13・14ペー

ジ参照）を提出してください。
原則10日までに受付したものは提出する月の翌月分から、11日以降に受

付したものは翌々月分からの変更となります。（例：10月22日提出の場合。
12月分（１月10日納入期限分）からの切替）
２月12日から４月15日までに受付したものは、次年度からの切替となり

ます｡ 特別徴収開始予定月を６月分（７月10日納入期限分）として提出
してください。

⑷異動者が同時に３人以上いる場合について
通常の異動届出書に社名や担当者名等の共通事項を記入し、それ以外の

各個人ごとの情報をまとめた一覧表として提出することも可能とします。
詳細については、お問合せください。

外国人従業員・国外出張予定の従業員を雇用されている事業主様へ
個人住民税の適正な賦課・徴収のため、出国の際における納税管理人

の指定及び個人住民税の一括徴収へのご協力をお願いします。
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・退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が
300万円超の場合
退職手当等の金額＋150万円－（退職所得控除額＋300万円）

ハ 上記以外のかたに対して支払われる退職手当等
（退職手当等の金額－退職所得控除額）×２分の１

⑵ 退職所得控除額の計算
イ 勤続年数が20年以下の場合

40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
ロ 勤続年数が20年を超える場合

800万円＋70万円×(勤続年数－20年)
※その年中に、一般退職手当等と特定役員退職手当等の両方が支給され、
かつそれぞれの勤続期間に重複する期間がある場合は、計算が変わりま
す。くわしくは国税庁のホームページ等でご確認ください。

⑶ 特別徴収税額の計算方法

９ 退職者に係る給与支払報告書の提出について
年の途中の退職者等について受給者の退職時現在の住所地の市区町村

へのご提出をお願いします。

10 事業所の所在地・名称を変更した場合
速やかに “事業所（特別徴収義務者）の所在地・名称等変更届出書” を

提出してください。
届出書様式は15ページにあります。コピーしてご利用ください。

※合併の場合（給与事務統合を含む。）は、当該届出書に合併の旨を記載の
うえ、指定番号が変更になる給与所得者がいる場合は転勤の異動届出書
も提出してください｡

※給与支払者が法人の場合は13桁の法人番号を記入してください。

特別徴収すべき税額

県民税額

100円未満切捨て

市民税額＝

税 率
県民税

４％

市民税

６％
×

退職所得
の金額

６ 納期の特例
納期の特例は、給与の支払いを受ける者が（市内・市外を問わず）常時

10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を
年２回に分けて納入することができる制度です。

〈納期特例の納入時期〉
・６月から11月分（１回目）の納入については12月10日までに
・12月から翌年５月分（２回目）までは翌年６月10日までに
納期の特例を希望する場合は、申請書を十和田市のホームページより印

刷して提出してください。
承認された場合は、後日通知書と納入書をお送りします。

（注）滞納額がある場合、この制度はご利用になれません。
※納期の特例を解除する場合にも、届出が必要です。

７ 退職所得に係る所得割額の取扱い
⑴ 徴 収
退職手当等の支払いの際、特別徴収義務者において税額を計算し徴収し

てください。
⑵ 納 入
徴収した税額は、翌月10日までに、退職した年の１月１日現在の住所地

の市区町村へ納入してください。
十和田市へ納入する場合は納入書の「退職所得分」欄にその税額を記入

し、「給与分」欄の税額との合計額を「合計額」欄に記入してください。そ
の際、「納入済通知書」裏面の「納入申告書」に所要事項を必ず記入してく
ださい｡
なお、銀行振込される場合には、「退職所得分市民税（特別徴収）」とわ

かるように入金してください。

８ 退職所得に係る特別徴収税額の計算について
⑴ 退職所得の金額（1,000円未満の端数切捨）
イ 勤続年数５年以下の役員等に支払われる退職手当等

退職手当等の金額－退職所得控除額
ロ 勤続年数５年以下の役員等以外のかたに支払われる退職手当等

・退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が
300万円以下の場合
（退職手当等の金額－退職所得控除額）×２分の１
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ハ 退職手当等の支払いがあり、特別徴収税額が発生したとき

〈例〉 退職金９００万円、勤続年数２０年、

退職所得控除金額 ８００万円

９００万円−８００万円＝１００万円⇨１００万円×１/２

↓

市民税 ３０,０００円

県民税 ２０,０００円 税額合計 ５０,０００円

訂正印不要
この枠内には金額を記入しない( )

２本線で抹消

金額を書き直してください。

退職所得分の額を記入してください。

1 0 0 , 0 0 0

5 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 合計金額を記入してください。

◎ 納入書裏面の納入申

告書も必ず詳細をご記

入ください。

◎ 個人事業主の方は、

法人番号欄は空欄のま

まにしてください。

◎ 退職所得に係る市民

税・県民税納入申告書

(16ページ参照)に金額

等を転記してください｡

◎ 左記は、上の例につ

いての記入例です。

11 納入書について

⑴ 「納入書不要」のご連絡をいただいた事業所には送付しておりません。

年度途中で必要となった場合、ご連絡いただければお送りします。

⑵ 訂正等の記載例

イ 特別徴収税額に変更があったとき

ロ 一括徴収分があったとき

訂正印不要
この枠内には金額を記入しない( )

２本線で抹消

金額を書き直してください。

合計金額を記入してください。1 8 0 0 0

1 8 0 0 0

2 0 , 0 0 0

訂正印不要
この枠内には金額を記入しない( )

２本線で抹消

一括徴収した金額を
記入してください。

合計金額を記入してください。

6 7 0 0

2 0 0 0 0

2 0 , 0 0 0

2 6 7 0 0

�
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金額を書き直してください。

令和令和

令和

（受付印）

令和 ○△ 年 ●○ 月 ●△ 日 提 出

退職にともなう
一括徴収者氏名
記 入 欄

税務 太郎

納入申告書

人

円

0

0

0

（特別徴収義務者）

〒034-8615

十和田市西十二番町６番１号

十

0

0

0

1

百

0

0

0

株式会社 十和田

千

0

0

0

万

0

3

2

十

0

十和田市長 様

人 員

百

9

市 民 税
県 民 税

千億十

令和●▲年●●月分

退職手当等支払金額

市 民 税

県 民 税

住 所(所在地)

氏 名(名 称)

特別徴収

税 額

法人番号
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□ 寄附金税額控除
前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額（寄附金の合計額が総所得金額等の合計額の30％を超える場合には当該30％
に相当する金額）が２千円を超える場合には、その超える金額の県民税は４％、市民税は６％に相当する金額
① 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
② 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
③ 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市
町村の条例で定めるもの

④ 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の
条例で定めるもの

ただし①の寄附金が２千円を超える場合は、その超える金額に、下表の㋐欄の金額の区分に応じて㋑欄の割合を乗じて得
た額の県民税は５分の２、市民税は５分の３に相当する金額をさらに加算した金額（所得割の20％に相当する金額を超える
ときは、その20％に相当する金額）

㋐課税総所得金額から人的控除差
調整額を控除した金額

㋑割合 ㋐課税総所得金額から人的控除差
調整額を控除した金額

㋑割合

0円以上195万円以下 84.895％ 課税山林所得金額及び課税退職所得金 90％195万円を超え330万円以下 79.79 ％ ０円 額を有しない場合
330万円を超え695万円以下 69.58 ％ 未満 課税山林所得金額又は課税退職所得金 地方税法に
695万円を超え900万円以下 66.517％ 額を有する場合 定める割合

900万円を超え1,800万円以下 56.307％ □ 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除1,800万円を超え4,000万円以下 49.16 ％
区分 市民税 県民税4,000万円超 44.055％

配当割額又は株式等譲渡所得割額 ３／５ ２／５

⨐
市
民
税
・
県
民
税
の
算
出
方
法
に
つ
い
て

⨐ 市民税・県民税・森林環境税の算出方法について

※１「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」については、納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合を記載しております。
900万円を超える所得の場合の控除額については、総務省ホームページ等をご確認願います。

２ 税率
市民税 県民税

均等割 3,000円 1,000円
所得割

(総合課税分) ６％ ４％
森林環境税 1,000円

３ 税額控除
□ 調整控除
イ）合計課税所得金額が200万円以下の者
次の①と②のいずれか少ない額の５％

（市民税３％、県民税２％）に相当する
金額
① 表１の控除の種類欄に掲げる控除の
適用がある場合においては、同表金額
欄に掲げる金額を合算した金額

② 合計課税所得金額

ロ）合計課税所得金額が200万円超の者
次の③の金額から④の金額を控除した

金額（５万円を下回る場合は５万円）の
５％（市民税３％、県民税２％）に相当
する金額
③ 表１の控除の種類欄に掲げる控除の
適用がある場合においては、同表金額
欄に掲げる金額を合算した金額

④ 合計課税所得金額から200万円を控除
した金額

地方税法の改正により
各事項が変更される
こ と が あ り ま す。

１ 所得控除額
所得控除の種類 控除額

雑損控除

所得税の控除と同じ医療費控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除

新契約 控除限度額 ２万８千円
生 命 旧契約 控除限度額 ３万５千円
保険料 両方を合計した場合 控除限度額 ２万８千円
控 除 一般・個人年金・介護医療 控除限度額 ７万円の控除額を合計した場合
地 震 地震保険料控除 控除限度額 ２万５千円
保険料 旧長期損害保険料控除 控除限度額 １万円
控 除 両方ある場合 控除限度額 ２万５千円
配偶者 一 般 ３３万円
控除※1 老 人 ３８万円

配
偶
者
特
別
控
除
※
１

配偶者の合計所得金額(円) 控除額
480,001～1,000,000 ３３万円

1,000,001～1,050,000 ３１万円
1,050,001～1,100,000 ２６万円
1,100,001～1,150,000 ２１万円
1,150,001～1,200,000 １６万円
1,200,001～1,250,000 １１万円
1,250,001～1,300,000 ６万円
1,300,001～1,330,000 ３万円
1,330,001～ 対象外

一 般 ３３万円
扶 養 老 人 ３８万円
控 除 特 定 ４５万円

同居老親等 ４５万円
障害者控除 ２６万円
(特別障害者の場合) ３０万円
(同居特別障害者の場合) ５３万円
寡婦控除 ２６万円
ひとり親控除 ３０万円
勤労学生控除 ２６万円
基礎控除※２ ４３万円

◎市民税・県民税・森林環境税額の算出順序
前
年
中
の
給
与
支
払
額

→

(給
与
所
得
控
除
後
の
額
)

給
与
所
得

＋

給
与
以
外
の
所
得

＝

課
税
標
準

－

所
得
控
除
額

雑 損 地震保険料 寡 婦

＝

(千
円
未
満
切
捨
)

課
税
所
得
金
額

×

税

率

－

税
額
控
除

＝

所
得
割
額

⇨

所
得
割
額

＋

均
等
割
額

＋

森
林
環
境
税
額

＝

(百
円
未
満
切
捨
)

年

税

額

医 療 費 配 偶 者 ひとり親

小規模企業
共済等掛金 配偶者特別 勤労学生

社会保険料 扶 養 基 礎

生命保険料 障 害 者

(注)1 分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
2 税源移譲による個人の負担増を調整するため、所得税と市民税・県民税(住民税)の人的控除の差に応じた税額控除をします。
3 配当割額又は株式等譲渡割額の控除がある場合は所得割額から控除されます。

※２「基礎控除」については、納税義務者の合計所得金額が2,400万円以下の場合を記載しております。
2,400万円を超える場合の控除額については、総務省ホームページ等をご確認願います。

□ 表１ □ 配当控除
控除の種類 金額 課税所得金額

種類

1,000万円
以下の部分

1,000万円
超の部分普 通 １万円障 害 者 特 別 １０万円 市民税 県民税 市民税 県民税控 除 同居特別 ２２万円 利益の配当等 1.6％ 1.2％ 0.8％ 0.6％

ひとり親 父 １万円
証券投資
信 託 等

外資建等証券
投資信託以外 0.8％ 0.6％ 0.4％ 0.3％控 除 母 ５万円

寡婦控除 １万円 外資建等証券
投 資 信 託 0.4％ 0.3％ 0.2％ 0.15％勤労学生控除 １万円

配 偶 者 一 般 ５万円 □ 住宅借入金等特別税額控除控 除 老 人 １０万円
一 般 ５万円 前年分の所得税において平成21年から令和７年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受

けた場合、①から②を控除した金額（前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の５に相当する
金額（97, 500円を限度）を超える場合には、当該金額）に下欄の割合を乗じた金額
ただし、居住年が平成26年から令和３年まで（地方税法附則第61条の規定の適用がある場合は令和

４年まで）であって、特定取得、特別特定取得（特例取得及び特別特例取得を含む。）又は特例特別特
例取得に該当する場合には、「100分の５」を「100分の７」と、「97, 500円」を「136, 500円」として計算
した金額
① 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額（特定増改築等に係る住宅借入金等の金額又は平
成19年若しくは平成20年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がな
かったものとして計算した金額）

② 前年分の所得税の額（住宅借入金等特別控除等適用前の金額）

扶養控除 特 定 １８万円
老 人 １０万円
同居老親等 １３万円

配偶者特別 48万円超50万円未満 ５万円
控除※１ 50万円以上55万円未満 ３万円
基礎控除 ５万円

市民税 ３／５ 県民税 ２／５
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●給与支払報告書、各種届出書の提出にはeLTAXをご利用いただけます。
eLTAXのご利用には、eLTAXホームページでの利用届出の手続きが必要
です。利用手続き及び詳細については、下記までお問い合わせください。

・ホームページ：http://www.eltax.lta.go.jp
・ヘルプデスク：電話 ０５７０－０８１４５９

上記の電話番号でつながらない場合：
０３－５５２１－００１９ 通常通話料金

受付日 月～金（土・日・休日・年末年始は休業）
受付時間 ９：００～１７：００

■給与支払報告書の電子的提出義務
前々年における税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上である
場合、給与支払報告書をeLTAX、光ディスク等により提出しなければな
りません。
なお、令和７年中に税務署へ提出した源泉徴収票の枚数が30枚以上の場合
は、令和９年に提出する給与支払報告書はeLTAX等により提出しなけれ
ばなりません。

■eLTAXによる電子的提出のメリット
・印刷、封入作業の事務負担の軽減
・市区町村ごとの仕分け作業が不要
・給与支払報告書と源泉徴収票の一括作成が可能
・郵送料金や送付作業を削減
・封入誤りなどのリスク軽減
・資料保管場所の削減
・自宅やオフィスなどからインターネット経由で申告手続きが可能
・特別徴収税額決定通知書の内容を電子データで受け取ることが可能

◎eLTAX（エルタックス）について
⨒
提
出
書
類
の
確
認
事
項
に
つ
い
て

⨒ 提出書類の確認事項について

異動のあった翌月の10日までに提出しましたか？

黒のボールペンで記入しましたか？

控のコピーはとりましたか？（必要な場合）

令和７年１月１日現在の住所地のある市町村へ提出しました
か？

〔注意点〕

退職日が令和８年１月１日から４月30日までの場合、徴収方法
は一括徴収としましたか？

転勤等により引き続き特別徴収を行う場合、給与所得者の個人
番号欄は未記入ですか？また、前勤務先が個人事業主の場合、
個人番号は未記入ですか？

〔異動届〕

二重納付を防止するために、本人から普通徴収の納付書を受け
取り添付しましたか？または、回収できなかった場合、納付し
ないように本人に伝えましたか？

令和８年２月12日から４月15日までの間に提出する場合、開始
予定日を令和８年６月としていますか？

〔切替申請書〕



※受付印

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 に係る給与所得者異動届出書 １．現 年 度 ２．新 年 度 ３．両 年 度

※市処理欄

十和田市長 様 給
与
支
払
者

所 在 地
〒034-8615 特別徴収義務者

指 定 番 号 １１００５７ ※市町村ごとに
異なります十和田市西十二番町６－１

義
務
者

特
別
徴
収

フ リ ガ ナ ゼイ ム ショウ ジ
連
絡
先

担
当
者

所 属 総務課 人事係
氏名又は名称 (株) 税 務 商 事 氏 名 十和田 太 郎令和 ７ 年 １０月 ２日提出

電 話 ０１７６－２３－５１１１個人番号
又は法人番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ ３

←個人番号の記載に当たっては、
左端を空欄とし右詰めで記載 (内線 9 8 7 )

給

与

所

得

者

フリガナ オト カワ ハル コ

(ア)
特別徴収税額
(年税額)

(イ)
徴収済額

(ウ)
未徴収税額
(ア)－(イ)

異 動
年月日 異 動 の 事 由 異動後の未徴収

税額の徴収方法

氏 名 乙 川 春 子
生 年 月 日 昭・平・令 ３０ 年 １ 月 ２ 日

個 人 番 号 ９８７６５４３２１０９８
受給者番号 ２０

25,600

６ 月から 10 月から Ｒ７ 年 ２
１．退 職
２．転 勤
３．休 職 ・ 長 欠
４．死 亡
５．支払少額・不定期
６．合 併 ・ 解 散
７．そ の 他

１
１．特 別 徴 収 継 続

２．一 括 徴 収
(１月以降は必須)

３．普 通 徴 収
(本 人 納 付)

９ 月まで ５ 月まで１ 月 １ 日
現在の住所 十和田市東一番町３０－４０ ９ 月

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

8,800 16,800異 動 後 の
住 所 三沢市桜町一丁目１－２ 30 日 事由・理由

円 円 円

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 に係る給与所得者異動届出書 １．現 年 度 ２．新 年 度 ３．両 年 度

※市処理欄
◎異動があった場合は，速やかに提出してください。 ◎コピーしてご使用ください。

十和田市長 様 (特
別
徴
収
義
務
者
)

給
与
支
払
者

住所(居所)
又は所在地

〒034-8615
特別徴収義務者
指 定 番 号 １１００５７ ※市町村ごと

に異なります十和田市西十二番町６－１

令和 ３ 年 １０月 ２日提出
フ リ ガ ナ ゼイ ム ショウ ジ

氏名又は名称 (株) 税 務 商 事

連絡先の所属，
氏名及び電話番号

所属 総務課 人事係
代表者の
職 氏 名 税 務 源 太 氏名 十和田 太 郎
個人番号

又は法人番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ ３
電話

(0176)－２３－５１１１
給 与 所 得 者 (ア)

特別徴収税額
(年税額)

(イ)
徴収済額

(ウ)
未徴収税額
(ア)－(イ)

異動年月日 (内線 9 8 7 )宛名番号 フ リ ガ ナ オト カワ ハル コ

２０ 氏 名 乙 川 春 子 異 動 の 事 由 異動後の未徴収
税 額 の 徴 収

退職した年の１
月から退職時ま
での給与支払額

円 ６ 月から 10 月から

3・9・30

旧姓 税務

25,600
９ 月まで ５ 月まで生 年 月 日 昭和 ・ 平成 ・ 令和 ３０ 年 １ 月 ２ 日 １．退 職

２．転 勤
３．休 職(産休)
４．長期欠勤
５．死 亡
６．会社解散
７．そ の 他
(特別徴収不可)

円１．特別徴収継続
２．一括徴収

個 人 番 号 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ０ ９ ８ 円 円 （１月以降は必須）

8,800 16,800
月分で納入１ 月 １ 日

現在の住所
〒034-0012 十和田市東一番町３０－４０ 控 除 社 会

保 険 料 額( 月 日納期分）
３．普通徴収給与の支払を受け

なくなった後の住所
〒033-0001 三沢市桜町一丁目１－２ 円

理由

一 括 徴 収 の 理 由 徴 収 予 定 ※「７．その他(特別徴収不可）」を選択された場合は，
次のいずれかの理由を必ず選択してください。

１．異動が令和 年 12 月 31 日

までで，申出があったため

（ 月 日申出）

２．異動が令和 年 １ 月 １ 日

以後で，特別徴収の継続の希望がないため

徴収予定
月 日 徴収予定額 徴収予定額合計

(上記(ウ)と同額) １(普Ｃ) 給与が少なく税額が引けない（例：年間の給与支給額が100万円以下）

・
円 円 ２(普Ｄ) 給与の支払が不定期（例：給与の支払が毎月でない）

・
円

３(普Ｅ) 事業専従者（個人事業主のみ対象）

・
円 入力 照合

現
年
度 市

処

理

欄

新しい勤務先の特別徴収義務者指定番号
(※ 新規事業所の場合は記入不要です。) 2 2 0 0 0 0

連絡先の
所 属，
氏名及び
電話番号

所属 総務部 新しい勤務先では
月割額 2 , 1 0 0 円を新しい勤務先の住所

（居所）又は所在地
〒033-0001
三沢市梅花町一丁目１－１

氏名 川 村 10月分から徴収し,納入します。
新
年
度

フ リ ガ ナ ゼイム

氏 名 又 は 名 称 (株)税務コンサルタント 新規の場合は,いずれかを◯で囲んでください。

電話
(内線 1 5 5 )代表者の職氏名 税 務 吾 郎 納入書 要 ・ 不要

【提出先】〒034-8615 青森県十和田市西十二番町６番１号 十和田市 税務課 市民税係

市

処

理

欄

照合入力

現
年
度

新
年
度

【提出先】〒034-8615 青森県十和田市西十二番町６番１号 十和田市 税務課 市民税係

新しい勤務先へは、月割額 2,100 円を

10 月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

５０

１．必要 ２．不要
右から
番号を
記入１

受給者番号

納入書の要否
(新規の場合のみ記載)

１．特別徴収継続の場合

７

総 務 部

川 村

０１７６－９９－９９９９
)1 5 5

６５４

(内線

３２１０９８
所
属

氏
名

電
話

７

担
当
者
連
絡
先

６５
〒033-0001

三沢市梅花町一丁目１－１

ゼイム

(株) 税務コンサルタント

法 人 番 号新規2 2 0 0 0 0特別徴収義務者
指 定 番 号

所 在 地

フリガナ

氏名又は名称

(特
別
徴
収
義
務
者
)

新
し
い
勤
務
先

左記の一括徴収した税額は、

月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

２．一括徴収の場合
徴収予定額

(上記(ウ)と同額)

円

徴収予定月日

月 日

１．異動が 年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が 年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため右から
番号を
記入

理

由

３．普通徴収の場合
１．異動が 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２． 年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため
右から
番号を
記入

理

由

－7－

⨔ 異動届出書の記入方法

▼

〔⨎特別徴収継続(転勤等）〕
⨔
異
動
届
出
書
の
記
入
方
法〔
記
入
例（
１
）〕



※受付印

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 に係る給与所得者異動届出書 １．現 年 度 ２．新 年 度 ３．両 年 度

※市処理欄

十和田市長 様 給
与
支
払
者

所 在 地
〒034-8615 特別徴収義務者

指 定 番 号 １１００５７ ※市町村ごとに
異なります十和田市西十二番町６－１

義
務
者

特
別
徴
収

フ リ ガ ナ ゼイ ム ショウ ジ
連
絡
先

担
当
者

所 属 総務課 人事係
氏名又は名称 (株) 税 務 商 事 氏 名 十和田 太 郎令和 ８ 年 ２月 １０日提出

電 話 ０１７６－２３－５１１１個人番号
又は法人番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ ３

←個人番号の記載に当たっては、
左端を空欄とし右詰めで記載 (内線 9 8 7 )

給

与

所

得

者

フリガナ オト カワ ハル コ

(ア)
特別徴収税額
(年税額)

(イ)
徴収済額

(ウ)
未徴収税額
(ア)－(イ)

異 動
年月日 異 動 の 事 由 異動後の未徴収

税額の徴収方法

氏 名 乙 川 春 子
生 年 月 日 昭・平・令 ３０ 年 １ 月 ２ 日

個 人 番 号 ９８７６５４３２１０９８
受給者番号 ２０

25,600

６ 月から ３ 月から Ｒ８ 年 １
１．退 職
２．転 勤
３．休 職 ・ 長 欠
４．死 亡
５．支払少額・不定期
６．合 併 ・ 解 散
７．そ の 他

２
１．特 別 徴 収 継 続

２．一 括 徴 収
(１月以降は必須)

３．普 通 徴 収
(本 人 納 付)

２ 月まで ５ 月まで１ 月 １ 日
現在の住所 十和田市東一番町３０－４０ ２ 月

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

19,300 6,300異 動 後 の
住 所 三沢市桜町一丁目１－２ １ 日 事由・理由

円 円 円

市

処

理

欄

照合入力

現
年
度

新
年
度

【提出先】〒034-8615 青森県十和田市西十二番町６番１号 十和田市 税務課 市民税係

新しい勤務先へは、月割額 円を

月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

１．必要 ２．不要
右から
番号を
記入

受給者番号

納入書の要否
(新規の場合のみ記載)

１．特別徴収継続の場合

)(内線

所
属

氏
名

電
話

担
当
者
連
絡
先

〒
法 人 番 号新規特別徴収義務者

指 定 番 号

所 在 地

フリガナ

氏名又は名称

(特
別
徴
収
義
務
者
)

新
し
い
勤
務
先

左記の一括徴収した税額は、

２ 月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

２．一括徴収の場合
徴収予定額

(上記(ウ)と同額)

6,300 円

徴収予定月日

２ 月 27 日

１．異動が 年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が 令和８ 年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

２
右から
番号を
記入

理

由

３．普通徴収の場合
１．異動が 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２． 年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため
右から
番号を
記入

理

由

－8－

▼

〔⨐退職等により一括徴収〕⨔ 異動届出書の記入方法
⨔
異
動
届
出
書
の
記
入
方
法〔
記
入
例（
２
）〕



※受付印

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 に係る給与所得者異動届出書 １．現 年 度 ２．新 年 度 ３．両 年 度

※市処理欄

十和田市長 様 給
与
支
払
者

所 在 地
〒034-8615 特別徴収義務者

指 定 番 号 １１００５７ ※市町村ごとに
異なります十和田市西十二番町６－１

義
務
者

特
別
徴
収

フ リ ガ ナ ゼイ ム ショウ ジ
連
絡
先

担
当
者

所 属 総務課 人事係
氏名又は名称 (株) 税 務 商 事 氏 名 十和田 太 郎令和 ７ 年 １０月 ２日提出

電 話 ０１７６－２３－５１１１個人番号
又は法人番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ ３

←個人番号の記載に当たっては、
左端を空欄とし右詰めで記載 (内線 9 8 7 )

給

与

所

得

者

フリガナ オト カワ ハル コ

(ア)
特別徴収税額
(年税額)

(イ)
徴収済額

(ウ)
未徴収税額
(ア)－(イ)

異 動
年月日 異 動 の 事 由 異動後の未徴収

税額の徴収方法

氏 名 乙 川 春 子
生 年 月 日 昭・平・令 ３０ 年 １ 月 ２ 日

個 人 番 号 ９８７６５４３２１０９８
受給者番号 ２０

25,600

６ 月から 10 月から Ｒ７ 年 １
１．退 職
２．転 勤
３．休 職 ・ 長 欠
４．死 亡
５．支払少額・不定期
６．合 併 ・ 解 散
７．そ の 他

３
１．特 別 徴 収 継 続

２．一 括 徴 収
(１月以降は必須)

３．普 通 徴 収
(本 人 納 付)

９ 月まで ５ 月まで１ 月 １ 日
現在の住所 十和田市東一番町３０－４０ ９ 月

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

19,300 6,300異 動 後 の
住 所 三沢市桜町一丁目１－２ 30 日 事由・理由

円 円 円

市

処

理

欄

照合入力

現
年
度

新
年
度

【提出先】〒034-8615 青森県十和田市西十二番町６番１号 十和田市 税務課 市民税係

新しい勤務先へは、月割額 円を

月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

１．必要 ２．不要
右から
番号を
記入

受給者番号

納入書の要否
(新規の場合のみ記載)

１．特別徴収継続の場合

)(内線

所
属

氏
名

電
話

担
当
者
連
絡
先

〒
法 人 番 号新規特別徴収義務者

指 定 番 号

所 在 地

フリガナ

氏名又は名称

(特
別
徴
収
義
務
者
)

新
し
い
勤
務
先

左記の一括徴収した税額は、

月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

２．一括徴収の場合
徴収予定額

(上記(ウ)と同額)

円

徴収予定月日

月 日

１．異動が 年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が 年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため右から
番号を
記入

理

由

３．普通徴収の場合
１．異動が 令和７ 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２． 年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

１
右から
番号を
記入

理

由

－9－

▼

〔⨒退職等により普通徴収〕
⨔
異
動
届
出
書
の
記
入
方
法〔
記
入
例（
３
）〕

⨔ 異動届出書の記入方法



－10－

▼

※
退
職
者
の
未
徴
収
税
額
に
つ
い
て
は
原
則
一
括
徴
収
す
る
よ
う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

⨔
異

動

届

出

書

◎
用
紙
が
足
り
な
い
場
合
は
、
コ
ピ
ー
し
て
お
使
い
下
さ
い
。

◎異動届出書は異動日の翌月10日までに提出することが法律で義務づけられています。 ※受付印

１．現 年 度 ２．新 年 度 ３．両 年 度

※市処理欄

十和田市長 様 給
与
支
払
者

所 在 地
〒 特別徴収義務者

指 定 番 号
※市町村ごとに
異なります

義
務
者

特
別
徴
収

フ リ ガ ナ
連
絡
先

担
当
者

所 属
氏名又は名称 氏 名年 月 日提出

電 話個人番号
又は法人番号

←個人番号の記載に当たっては、
左端を空欄とし右詰めで記載 (内線 )

給

与

所

得

者

フリガナ

(ア)
特別徴収税額
(年税額)

(イ)
徴収済額

(ウ)
未徴収税額
(ア)－(イ)

異 動
年月日 異 動 の 事 由 異動後の未徴収

税額の徴収方法

氏 名

生 年 月 日 昭・平・令 年 月 日

個 人 番 号

受給者番号 月から 月から 年
１．退 職
２．転 勤
３．休 職 ・ 長 欠
４．死 亡
５．支払少額・不定期
６．合 併 ・ 解 散
７．そ の 他

１．特 別 徴 収 継 続

２．一 括 徴 収
(１月以降は必須)

３．普 通 徴 収
(本 人 納 付)

月まで 月まで１ 月 １ 日
現在の住所 月

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

異 動 後 の
住 所 日 事由・理由

円 円 円

市

処

理

欄

照合入力

現
年
度

新
年
度

【提出先】〒034-8615 青森県十和田市西十二番町６番１号 十和田市 税務課 市民税係

新しい勤務先へは、月割額 円を

月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

１．必要 ２．不要
右から
番号を
記入

受給者番号

納入書の要否
(新規の場合のみ記載)

１．特別徴収継続の場合

)(内線

所
属

氏
名

電
話

担
当
者
連
絡
先

〒
法 人 番 号新規特別徴収義務者

指 定 番 号

所 在 地

フリガナ

氏名又は名称

(特
別
徴
収
義
務
者
)

新
し
い
勤
務
先

左記の一括徴収した税額は、

月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

２．一括徴収の場合
徴収予定額

(上記(ウ)と同額)

円

徴収予定月日

月 日

１．異動が 年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が 年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため右から
番号を
記入

理

由

３．普通徴収の場合
１．異動が 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２． 年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため
右から
番号を
記入

理

由

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 に係る給与所得者異動届出書



－11－

⨔
異

動

届

出

書

◎
用
紙
が
足
り
な
い
場
合
は
、
コ
ピ
ー
し
て
お
使
い
下
さ
い
。

※
退
職
者
の
未
徴
収
税
額
に
つ
い
て
は
原
則
一
括
徴
収
す
る
よ
う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

◎異動届出書は異動日の翌月10日までに提出することが法律で義務づけられています。 ※受付印

１．現 年 度 ２．新 年 度 ３．両 年 度

※市処理欄

十和田市長 様 給
与
支
払
者

所 在 地
〒 特別徴収義務者

指 定 番 号
※市町村ごとに
異なります

義
務
者

特
別
徴
収

フ リ ガ ナ
連
絡
先

担
当
者

所 属
氏名又は名称 氏 名年 月 日提出

電 話個人番号
又は法人番号

←個人番号の記載に当たっては、
左端を空欄とし右詰めで記載 (内線 )

給

与

所

得

者

フリガナ

(ア)
特別徴収税額
(年税額)

(イ)
徴収済額

(ウ)
未徴収税額
(ア)－(イ)

異 動
年月日 異 動 の 事 由 異動後の未徴収

税額の徴収方法

氏 名

生 年 月 日 昭・平・令 年 月 日

個 人 番 号

受給者番号 月から 月から 年
１．退 職
２．転 勤
３．休 職 ・ 長 欠
４．死 亡
５．支払少額・不定期
６．合 併 ・ 解 散
７．そ の 他

１．特 別 徴 収 継 続

２．一 括 徴 収
(１月以降は必須)

３．普 通 徴 収
(本 人 納 付)

月まで 月まで１ 月 １ 日
現在の住所 月

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

異 動 後 の
住 所 日 事由・理由

円 円 円

市

処

理

欄

照合入力

現
年
度

新
年
度

【提出先】〒034-8615 青森県十和田市西十二番町６番１号 十和田市 税務課 市民税係

新しい勤務先へは、月割額 円を

月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

１．必要 ２．不要
右から
番号を
記入

受給者番号

納入書の要否
(新規の場合のみ記載)

１．特別徴収継続の場合

)(内線

所
属

氏
名

電
話

担
当
者
連
絡
先

〒
法 人 番 号新規特別徴収義務者

指 定 番 号

所 在 地

フリガナ

氏名又は名称

(特
別
徴
収
義
務
者
)

新
し
い
勤
務
先

左記の一括徴収した税額は、

月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

２．一括徴収の場合
徴収予定額

(上記(ウ)と同額)

円

徴収予定月日

月 日

１．異動が 年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が 年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため右から
番号を
記入

理

由

３．普通徴収の場合
１．異動が 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２． 年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため
右から
番号を
記入

理

由

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 に係る給与所得者異動届出書
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▼
⨔
異

動

届

出

書

◎
用
紙
が
足
り
な
い
場
合
は
、
コ
ピ
ー
し
て
お
使
い
下
さ
い
。

※
退
職
者
の
未
徴
収
税
額
に
つ
い
て
は
原
則
一
括
徴
収
す
る
よ
う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

◎異動届出書は異動日の翌月10日までに提出することが法律で義務づけられています。 ※受付印

１．現 年 度 ２．新 年 度 ３．両 年 度

※市処理欄

十和田市長 様 給
与
支
払
者

所 在 地
〒 特別徴収義務者

指 定 番 号
※市町村ごとに
異なります

義
務
者

特
別
徴
収

フ リ ガ ナ
連
絡
先

担
当
者

所 属
氏名又は名称 氏 名年 月 日提出

電 話個人番号
又は法人番号

←個人番号の記載に当たっては、
左端を空欄とし右詰めで記載 (内線 )

給

与

所

得

者

フリガナ

(ア)
特別徴収税額
(年税額)

(イ)
徴収済額

(ウ)
未徴収税額
(ア)－(イ)

異 動
年月日 異 動 の 事 由 異動後の未徴収

税額の徴収方法

氏 名

生 年 月 日 昭・平・令 年 月 日

個 人 番 号

受給者番号 月から 月から 年
１．退 職
２．転 勤
３．休 職 ・ 長 欠
４．死 亡
５．支払少額・不定期
６．合 併 ・ 解 散
７．そ の 他

１．特 別 徴 収 継 続

２．一 括 徴 収
(１月以降は必須)

３．普 通 徴 収
(本 人 納 付)

月まで 月まで１ 月 １ 日
現在の住所 月

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

異 動 後 の
住 所 日 事由・理由

円 円 円

市

処

理

欄

照合入力

現
年
度

新
年
度

【提出先】〒034-8615 青森県十和田市西十二番町６番１号 十和田市 税務課 市民税係

新しい勤務先へは、月割額 円を

月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

１．必要 ２．不要
右から
番号を
記入

受給者番号

納入書の要否
(新規の場合のみ記載)

１．特別徴収継続の場合

)(内線

所
属

氏
名

電
話

担
当
者
連
絡
先

〒
法 人 番 号新規特別徴収義務者

指 定 番 号

所 在 地

フリガナ

氏名又は名称

(特
別
徴
収
義
務
者
)

新
し
い
勤
務
先

左記の一括徴収した税額は、

月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

２．一括徴収の場合
徴収予定額

(上記(ウ)と同額)

円

徴収予定月日

月 日

１．異動が 年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が 年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため右から
番号を
記入

理

由

３．普通徴収の場合
１．異動が 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２． 年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため
右から
番号を
記入

理

由

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 に係る給与所得者異動届出書
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※受付印

【添付書類】
１．普通徴収納付書（二重納付防止のため、残りの納付書（納入期限未到来分）を添付してください。）
※すでに納付済みの納付書（領収書）や口座振替の場合は不要です。

【注意事項】
１．普通徴収の納入期限を過ぎたものは、特別徴収への切替ができません。本人が納めるように必ずお伝えください。

１期…６月30日 ２期…９月１日
３期…10月31日 ４期…２月２日

２．65歳以上の方については、年金所得に係る税額を給与からの特別徴収に追加することはできません。
３．原則10日（休日の場合は翌平日）までに受付したものは提出する月の翌月分から、11日以降に受付したものは翌々
月分からの変更となります。

４．２月12日～４月15日までに受付したものは、次年度（令和８年６月分）からの切替となります。
【提 出 先】〒034-8615 青森県十和田市西十二番町６番１号 十和田市 税務課 市民税係

令和

年 月 日

提出

十和田市長あて

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所 在 地
(住所)

〒 －
特別徴収義務
者 指 定 番 号 １１００５７ ※市町村ごとに

異なります十和田市西十二番町６－１
フリガナ ゼイ ム ショウ ジ

名 称
(氏名) (株) 税 務 商 事

担当者
連絡先

所属 総務課 人事係
氏名 十和田 太 郎代 表 者

職 氏 名 税 務 源 太
電話 － －法人番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ ３

給
与
所
得
者

フ リ ガ ナ オト カワ ハル コ 旧 姓

普 通 徴 収
切 替 期 別

期別を◯で囲んでください。

〔 １・２・３・４ 〕期 以降を切替希望
※普通徴収の納入期限を過ぎたものは、特別徴収への切替はでき
ません。 【注意事項】１､２をご覧ください。

氏 名 乙 川 春 子 税務
生 年 月 日 昭和 ・ 平成 ・ 令和 年 月 日

特 別 徴 収
開始予定月

月分（ 月 日納入期限分）から
特別徴収を開始します。 【注意事項】３､４をご覧ください。1月1日現在

の 住 所

〒 －

十和田市東一番町30－40 届 出 理 由 １．入社（ 月 日） ２．その他（ )

現在の住所
〒 － ※１月１日現在の住所と違う場合に記入してください。

月 割 額
の 連 絡

必要な場合のみ記入してください。

月 日 までに通知書が必要
※通知書が間に合わない場合電話連絡します。【注意事項】３､４をご覧ください。

三沢市桜町一丁目１－２
受給者番号 新規の場合、納入書必要の有無についてご記入ください。( 要 ・ 不要 )

※特別徴収への切替は２月10日受付分までとさせていただきます。

※市記入欄

入力 照合

⨖ 特別徴収への切替申請書の記入方法
⨖
特
別
徴
収
へ
の
切
替
申
請
書

◎
現
年
度
分
の
特
別
徴
収
へ
の
切
替
は
２
月
10
日
受
付
分
ま
で
と
な
り
ま
す
。

◎
用
紙
が
足
り
な
い
場
合
は
、
コ
ピ
ー
し
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。

034 8615

034 0012

033 0001

３０ １ ２

30９

101211

７ 10 ２

▼

２３ (内線987)(0176) ５１１１
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※受付印

【添付書類】
１．普通徴収納付書（二重納付防止のため、残りの納付書（納入期限未到来分）を添付してください。）
※すでに納付済みの納付書（領収書）や口座振替の場合は不要です。

【注意事項】
１．普通徴収の納入期限を過ぎたものは、特別徴収への切替ができません。本人が納めるように必ずお伝えください。

１期…６月30日 ２期…９月１日
３期…10月31日 ４期…２月２日

２．65歳以上の方については、年金所得に係る税額を給与からの特別徴収に追加することはできません。
３．原則10日（休日の場合は翌平日）までに受付したものは提出する月の翌月分から、11日以降に受付したものは翌々
月分からの変更となります。

４．２月12日～４月15日までに受付したものは、次年度（令和８年６月分）からの切替となります。
【提 出 先】〒034-8615 青森県十和田市西十二番町６番１号 十和田市 税務課 市民税係

年 月 日

提出

十和田市長あて

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所 在 地
(住所)

〒 －
特別徴収義務
者 指 定 番 号

※市町村ごとに
異なります

フリガナ
名 称
(氏 名)

担当者
連絡先

所属

氏名代 表 者
職 氏 名

電話 － －法人番号

給
与
所
得
者

フ リ ガ ナ 旧 姓

普 通 徴 収
切 替 期 別

期別を◯で囲んでください。

〔 １・２・３・４ 〕期 以降を切替希望
※普通徴収の納入期限を過ぎたものは、特別徴収への切替はでき
ません。 【注意事項】１､２をご覧ください。

氏 名

生 年 月 日 昭和 ・ 平成 ・ 令和 年 月 日
特 別 徴 収
開始予定月

月分（ 月 日納入期限分）から
特別徴収を開始します。 【注意事項】３､４をご覧ください。1月1日現在

の 住 所

〒 －

届 出 理 由 １．入社（ 月 日） ２．その他（ )

現在の住所
〒 － ※１月１日現在の住所と違う場合に記入してください。

月 割 額
の 連 絡

必要な場合のみ記入してください。

月 日 までに通知書が必要
※通知書が間に合わない場合電話連絡します。【注意事項】３､４をご覧ください。

受給者番号 新規の場合、納入書必要の有無についてご記入ください。( 要 ・ 不要 )

※特別徴収への切替は２月10日受付分までとさせていただきます。

※市記入欄

入力 照合

▼
⨖
特
別
徴
収
へ
の
切
替
申
請
書

特別徴収への切替申請書

◎
現
年
度
分
の
特
別
徴
収
へ
の
切
替
は
２
月
10
日
受
付
分
ま
で
と
な
り
ま
す
。

◎
用
紙
が
足
り
な
い
場
合
は
、
コ
ピ
ー
し
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。
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※受付印
▼

⨘
所
在
地
・
名
称
等
変
更
届
出
書

◎
所
在
地
・
名
称
等
を
訂
正
し
た
納
入
書
は
送
付
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

指
定
番
号
に
変
更
が
な
け
れ
ば
そ
の
ま
ま
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。

市町村使用欄

年 月 日
提出

(宛先) 十和田市長

(特
別
徴
収
義
務
者
)

給
与
支
払
者

所在地
(住 所)

〒 － ※ 届出時点での所在地・名称を記入してください。 特別徴収義務者
指 定 番 号

※市町村ごとに
異なります

担当者
連絡先

係名 称
(氏 名)

氏名代表者
職氏名

電話 － －法人番号

◆ 誤読を避けるため、必ずフリガナを記入してください。
◆ 代表者のみの変更の場合は、提出不要です。 変更年月日 年 月 日

事 項 変 更 前 ( 旧 ) ※ 変更項目のみ記入してください。 変 更 後 ( 新 ) ※ 変更項目のみ記入してください。

フ リ ガ ナ
所 在 地 〒 － 〒 －

送 付 先 〒 － 〒 －
フ リ ガ ナ

名 称

電 話 番 号 － － (内線 ) － － (内線 )

変 更 理 由
(該当番号に◯)

1.事務所等移転 2.送付先変更 3.社名(名称)変更 4.法人成り 5.個人事業化 6.給与事務の統合【下欄を記入してください。】
7.合併による変更【下欄を記入してください。】 8.分割による変更【下欄を記入してください。】 9.その他( )

統
合
・
合
併
・
分
割
後
の
指
定
番
号

1.指定番号を新規に取得する。
※ 別途、給与所得者異動届出書を必ず提出してください。

2.統合・合併・分割先の指定番号を使用する。
※ 別途、給与所得者異動届出書を必ず提出してください。

統
合
・
合
併
・
分
割
さ
れ
る
事
業
所

所 在 地
〒 －

フリガナ

名 称

電話番号 － － (内線 )指定番号 ※市町村ごと
に異なります

3.旧特別徴収義務者の指定番号を継続使用する。 法人番号

指定番号 ※市町村ごと
に異なります

特別徴収義務者
指定番号

※市町村ごと
に異なります

【 提出先 】 〒034－8615 青森県十和田市西十二番町６番１号 十和田市 税務課 市民税係

⨘ 事業所（特別徴収義務者）の所在地・名称等変更届出書
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退職手当等支払金額
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

納入月 （受付印）

年 月分

（翌月10日納入期限分）
特別徴収税額

市民税

県民税 人員 人

特
別
徴
収
義
務
者

住所(居所)又は所在地 指定番号

氏名又は名称 連絡先 ( ) -

法人番号 担当

4 十和田市

一般 年
特定役員等 年

一般 円
特定役員等 円

市民税 円

県民税 円

3 十和田市

一般 年
特定役員等 年

一般 円
特定役員等 円

市民税 円

県民税 円

2 十和田市

一般 年
特定役員等 年

一般 円
特定役員等 円

市民税 円

県民税 円

1 納税義務者
住所

十和田市

氏名

勤続年数
一般 年

特定役員等 年

支払金額
一般 円

特定役員等 円

特別徴
収税額

市民税 円

県民税 円

十和田市長 様 年 月 日 提出

内訳書：お手数ながらご記入願います。

地方税法第50条の５及び第328条の５第２項の規定により上記のとおり分離課税に係る所得割の納入について申告します。

▼

⨚ 退職所得に係る市民税・県民税納入申告書
⨚
退
職
所
得
に
係
る
市
民
税
・
県
民
税
納
入
申
告
書

2 納税義務者
住所

十和田市

氏名

勤続年数
一般 年

特定役員等 年

支払金額
一般 円

特定役員等 円

特別徴
収税額

市民税 円

県民税 円

3 納税義務者
住所

十和田市

氏名

勤続年数
一般 年

特定役員等 年

支払金額
一般 円

特定役員等 円

特別徴
収税額

市民税 円

県民税 円
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Ｑ１ 従業員が年の途中で住所地を他市町村
へ変更した場合、どちらの市町村で課税
となりますか？

Ａ１ 住民税は、毎年１月１日現在で住所のあ
る人に対して、その住所地の市町村で１
年間分（令和７年６月分から令和８年５
月分まで）課税となります。
よって、年の途中で住民税の徴収先が変
更となることはありません。
次年度の１月１日現在の住所地が他市
町村の場合、令和８年６月分から他市町
村での課税となります。

Ｑ２ 退職後に普通徴収となる従業員が、他市
町村へ転出する場合、普通徴収の納税通
知書はどちらに届きますか？

Ａ２ ご本人様が住民登録地の変更手続きを
されている場合、十和田市からその登録
先に送付します。

Ｑ３ 従業員が普通徴収を希望しているので
すが？

Ａ３ 地方税法第321条の４及び十和田市税
条例第45条の規定により、特別徴収義
務者として指定されていますので、従業
員の個人的希望により特別徴収を行う、
行わないを選択することはできません。
是非、市ホームページの「個人住民税の
特別徴収について」のチラシをご利用く
ださい。

Ｑ４ アルバイトやパートなどの臨時職員も
特別徴収の対象となりますか？

Ａ４ 所得税を源泉徴収している事業主は、従
業員の住民税を特別徴収しなければな
らないこととなっています。そのため、
源泉徴収されている従業員について、ア
ルバイトやパートでも特別徴収をする
必要があります。ただし、次のような場
合は普通徴収の対象になりますのでご
注意ください。
・給与が少なく税額が引けない
・給与の支払が不定期

⨞ よくあるＱ＆Ａ
Ｑ５ 退職者分が特別徴収として載っている

のですが？
Ａ５ 異動届出書の提出が必要となります。

なお、１月１日から４月30日までの間
に退職した方の残税額については退職
時に一括徴収することが義務付けられ
ています。

Ｑ６ 従業員を特別徴収に切替えたいのです
が？

Ａ６ 切替申請書の提出が必要となります。
なお、２月12日から４月15日までに
受付したものは、次年度（６月分）から
の切替となります。

Ｑ７ 転勤等により異動後の勤務先で引き続
き特別徴収を行いたいのですが？

Ａ７ 異動届の提出が必要となります。最上
段の事項は前勤務先で記入し、新勤務先
に送付願います。新勤務先はその異動
届を提出してください。「給与所得者」
の個人番号は新勤務先で記入してくだ
さい。また、前勤務先が個人事業主の場
合、「給与支払者」の個人番号は記入し
ないでください。

Ｑ８ 「異動届出書」や「切替申請書」の提出
期限はありますか？

Ａ８ 異動日の翌月10日までに提出をお願い
いたします。毎月10日までに受付した
ものは、提出月の25日頃に関係書類一
式を発送いたします。

Ｑ９ 納入書が同封されていないのですが？
Ａ９ 給与支払報告書を提出の際に、納入書不

要としている事業所には同封しており
ませんが、必要な場合、お申し出ください。
なお、税額が変更となる際には、納入書
は別途送付しておりません。４ページ
を参照し、税額を訂正して納入してくだ
さい。
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